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■１．はじめに 

労働時間と賃金計算は、働く人にとって非常に身近で重要な労働条件の一

つです。その一方で、制度の複雑さや用語の曖昧さ、会社ごとの運用の違い

などが原因となり、誤解や認識のズレ、ミスが生じやすいものでもありま

す。 

このような複雑なルールや法令を正しく理解し、適正な労働時間管理と賃

金計算、運用の向上に役立ててください。 

 

■２．労働時間の定義～こんな時間も労働時間！？ 
労働基準法上の労働時間の定義は、労働者が使用者（事業主）の指揮命令

下におかれている時間、とされています。実際に作業に従事しているかどう

かに関わらず「指揮命令下にある」かどうかが判断基準です。 

例えば、次のような時間は、労働時間とみなされます。 

・業務開始前の準備作業（制服の着替え、清掃、朝礼など） 

・業務終了後の日報作成や片付け 

・会社の指示による研修や会議 

・黙示の指示があったとみなされる場合の持ち帰り仕事の作業時間 

・指示があれば即時に業務に従事することを求められている場合の待機時

間、手待時間 

建設業の場合、一旦会社に集合して資材等の積込み作業をし、車に同乗し

て現場へ行くことがありますが、この場合は、会社からの移動時間も労働時

間となります。 
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■３．適正な労働時間の把握とは 

会社は労働時間の管理を義務づけられていますが、労働時間の把握につい

ては、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイ

ドライン」にて示されています。 

労働時間は、次の３つのいずれかの方法により、労働者の労働日ごとの始

業・終業時刻の確認と記録をする必要があります。 

（１）使用者（上司）自らが現認により確認及び記録する 

（２）勤怠管理システム、タイムカード等客観的な手段により確認及び記

録する 

（３）自己申告制により確認及び記録する 

 

（３）の自己申告制による場合は、正確性や適正性を担保するために、次

の３つの要件があります。 

①説明：従業員に対し、正しく記録し、適正に自己申告することにつき十

分な説明をすること 

②調査：自己申告した労働時間が実態とあっているか、必要に応じて実態

調査をすること。実態と乖離している場合は、適宜補正をするこ

と 

③圧力の禁止：自己申告できる労働時間に上限を設けるなど適正な申告を

阻害する措置をしないこと 

 

■４．残業・休日労働の定義と計算方法 

（１）労働時間の定義 

労働時間には、所定労働時間と法定労働時間があります。 

所定労働時間：会社が就業規則等で定めた勤務時間 

（例）始業９時 終業１７時 休憩１時間  

所定労働時間７時間 

法定労働時間：労働基準法で定められた１日、１週間の上限時間 

１日８時間、週４０時間まで 

 

（２）残業時間の賃金計算 

所定労働時間を超えると、残業として別途賃金が発生しますが、法定労
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働時間を超えると割増賃金の対象となります。

 
 

（３）休日労働と賃金計算 

休日は、労働基準法上は週に１日または４週間に４日以上、とされてい

ます。この休日を法定休日といいます。 

法定休日は、会社が就業規則に定めた場合はその日となります。例え

ば、土日が休日の会社で、日曜日を法定休日と定めた場合、土曜日は法定

外休日（割増率 1.25）、日曜日が法定休日（割増率 1.35）です。 

月から金まで１日８時間労働をすると週４０時間です。土日も出勤した

場合、土曜日の労働は時間外労働として 1.25 割増、日曜の労働は法定休

日労働として 1.35 割増で残業代を計算することになります。 

 

割増率は次のとおりです。 

種類 内容 割増率 

時間外（時間外手当） 法定労働時間（1 日 8 時間・週 40 時間）を 

超えたとき 

25％以上 

法定時間外労働時間が月 60 時間を超えたとき 50％以上 

休日（休日手当） 法定休日（週 1 日）に勤務させたとき 35%以上 

深夜（深夜手当） ２２時～５時までの時間帯に勤務させたとき 25%以上 

 

＜賃金計算の例＞ 

 

時給１３００円の場合

所定労働時間
法定内

所定時間外労働
法定時間外労働

７時間（休憩１時間除く）

１３００円×１時間 １３００円×１．２５×１時間

１時間 １時間

午前９時 午後５時 午後６時 午後７時

▼ ▼ ▼ ▼

割増なし 割増賃金２５％以上

①時間外労働・深夜労働がある場合
月 火 水 木 金 土 日 割増賃金の計算

始業-終業 8-17 8-17 8-17 8-24 8-19 休 休
総労働時間 8時間 8時間 8時間 15時間 10時間

時間外労働時間 7時間 2時間 時間外割増手当＝1300×1.25×9時間

深夜労働時間 2時間 深夜割増手当＝1300×0.25×２時間

②休日出勤した場合
始業-終業 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-15 8-17
総労働時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 6時間 8時間

時間外労働時間 6時間 時間外割増手当＝1300×1.25×6時間

休日労働時間 8時間 休日割増手当＝1300×1.35×8時間
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（４）割増賃金計算時の基礎給与 

割増賃金の計算をする際、次の手当は算定基礎から除外することができ

ます。名称に関わらず実質で判断されるので注意してください。 

①家族手当 

②通勤手当（一律に支給される場合は除外と認められない場合がありま

す） 

③別居手当 

④子女教育手当 

⑤住宅手当（住宅に要する費用に応じて算定される手当のみ除外されま

す） 

⑥臨時に支払われたもの 

⑦１か月を超える期間ごとに支払われるもの 

最低賃金が大幅に上昇して注目を集めているところですが、最低賃金を

計算する場合は、①家族手当、②通勤手当、⑥臨時に支払われたもの、⑦

１か月を超える期間ごとに支払われるものと、「精皆勤手当」が算入され

ません。割増賃金の計算基礎とは、計算方法が異なっていますので、注意

しましょう。 

 

（５）時間外労働には上限がある 

割増賃金さえ払えば何時間でも残業させられるわけではありません。働

き方改革により時間外労働の上限規制ができました。 

時間外労働は、月４５時間（４２時間）、年３６０時間（３２０時間）

が上限（カッコ内は１年単位の変形労働時間制の場合）で、３６協定によ

り協定した時間までとなります（建設事業における災害の復旧復興事業や

医師など例外もあります）。 

特別条項付の３６協定を締結した場合は、前述の上限時間を超えて協定

することができます。 

３６協定は、１年に１回必ず協定し、労働基準監督署へ届出しなくては

なりません。 

 

（６）労働時間の端数処理の注意点 

残業時間は、分単位で発生しますが、日々での端数処理は違法です。例

えば日々の残業時間を１５分単位で切捨てするなどの方法はできません。

時間外労働、休日労働、深夜労働は、日々は分単位で記録し、それぞれ１

か月の時間数の合計について、３０分単位で四捨五入の端数処理を行うこ

とが認められています。 

労働時間の端数処理は誤解が多い項目です。誤った計算は未払い賃金の
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原因にもなりますので注意しましょう。 

■５．固定残業時間制の注意点 

固定残業時間制（定額残業手当制度、みなし残業制とも呼ばれます）は、

一定時間分の定額の残業代を、たとえその一定時間分働いていなくても毎月

支払う制度です。給与計算の簡素化や恒常的な時間外労働の抑制、人件費管

理の効率化など、導入の目的はいくつかありますが、誤った運用によるトラ

ブルも少なくありません。 

導入する場合は、次の２つの要件を全て満たすことが必要です。 

 

（１）固定残業の時間数及び金額を労働契約書等の書面で明示し、残業代に

当たる部分を明確にすること 

 

（例１）固定残業手当として支給する場合：固定残業時間月２０時間分 

（例２）基本給に含めて支給する場合：固定残業時間月２０時間分、 

基 本 給 の う ち 固 定 残 業 分

30,000 円 

これらは、労働条件通知書や給与明細などで明示します。 

 

（２）残業代の別途計算 

実際の残業時間が、固定残業代で支給している一定時間を超えた場合

は、超えた時間について別途残業代を計算して支給する必要があります。 

 

以上の２つを満たさない場合は固定残業時間制とみなされない、つまり、

残業代を払っていないことになる可能性があります。固定残業時間制を導入

する場合は注意しましょう。 

また、基本給に含める制度の場合、見た目の基本給が大きくなりますが、

実際に時間単価を計算すると最低賃金を下回っていたなどということもあり

ます。 

求人の際も、固定残業時間制を導入している場合、（１）を求人票に明示

することが求められます。上記のルールを守って適正に運用してください。 

 

■６．その他の残業代の計算（年俸制、日給制、歩合制） 

（１） 年俸制の場合 

年俸制の場合は残業代は不要、などという誤解がありますが、たとえ年
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俸制でも残業をした場合は、当然残業代が発生します。年俸制の場合の１

時間当たりの単価は次のように計算します。 

年俸額／１日の所定労働時間×年所定労働日数 

 

また、年俸を１５等分して、月々は１５分の１を支給し、賞与見合いで

年に２回１５分の 1.5 を支給する、などという場合も、賞与分が固定して

いる場合は、その賞与分も割増賃金の基礎に含まれますので、前述の計算

による時間単価となります。 

年俸の中に残業分が含まれているという場合は、「５．固定残業時間制

の注意点」にある通り、２つの要件を満たす必要があります。 

 

（２） 日給制の場合 

日給制の場合も同じく所定労働時間を超えた労働時間に対し割増賃金が

発生します。 

（例）所定労働時間１日８時間 日給 12,000 円 のとき 

   時給単価＝12,000／８＝1,500 円 

   ８時間を超える労働時間に対しては、 

   1,500×1.25×超えた時間   を支給します。 

 

（３） 歩合給がある場合 

出来高払制その他の請負制によって定められた賃金（歩合給）を採用し

ている場合であっても、割増（この場合は 0.25）分の残業手当は発生しま

す。 

計算方法は、次の通りとなります。 

① 賃金がすべて出来高払制（歩合給）によって定められている場合 

時間単価=賃金総額/当該賃金算定期間における総労働時間数 

残業手当＝時間単価×0.25×残業時間 

② 賃金が「基本給等の固定給」と「歩合給」で構成されている場合 

それぞれの部分について、計算します。 

 

（例）所定労働時間月 170 時間、残業月３０時間、基本給の他、歩合

給 50,000 円 

 

   固定分に係る残業代＝基本給/170×1.25×30 時間 

   歩合給に係る残業代＝50,000/200×0.25×30 時間 

 

※歩合給に係る残業代は、金額的にはそれほど大きくありません

が、支給していないと労基法違反になります。 
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■７．課長は管理監督者？ 

管理職は管理監督者だから残業代を払わなくてもよい、というのは誤った

認識です。労働基準法において、管理監督者は、「労働時間、休憩及び休日

に関する規定は適用しない」とあり、時間外・休日について適用除外とされ

ています。しかし、ここでいう管理監督者は、課長、工場長、店長という名

称ではなく、その実態により総合的に判断されるもので、詳細な行政通達が

出されています。 

具体的には、次の３つの主要な判断要素に基づき、総合的に判断されま

す。 

（１）職務内容、責任および権限 

経営者との一体性：労働条件の決定やその他の労務管理について、経営

者と一体的な立場にある者であること。 

重要な責任：労働時間、休憩、休日等の規制の枠を超えて活動が要請さ

れざるを得ない、重要な職務と責任を有していること。 

権限の有無：採用、解雇、人事考課、労働時間管理など、労務管理に関

する実質的な責任と権限を有しているかどうか。 

 

（２）勤務態様 

労働時間に関する裁量：現実の勤務態様が、労働時間の規制になじまな

いような立場にある者であること。 

出退勤の自由：出社、退社等について厳格な制限を受けず、自己の勤務

時間について自由裁量権を有する者であること。 

遅刻や早退などにより、減給されたり、人事考課で不利益な取扱いがさ

れたりする場合は、管理監督者性を否定する重要な要素となります。 

 

（３）賃金等の待遇 

地位にふさわしい処遇：賃金等の待遇面について、その地位にふさわし

い処遇がなされていること。 

基本給や役職手当等において一般労働者に比し優遇措置が講じられてい

るかや、余儀ない長時間労働の結果、時間単価に換算した賃金額が、管理

監督者ではない従業員より低くなるような場合は、管理監督者性を否定す

る重要な要素となります。 

 

日本マクドナルド事件は、「名ばかり管理職」として大変話題になりま
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した。この事件では、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られその職

務の内容、権限及び責任の観点からしても、その待遇の観点からしても、

管理監督者に当たるとは認められない。」として管理監督者性を否定され

ました。この裁判をきっかけに、「多店舗展開する店舗における管理監督

者の範囲の適正化について」という行政通達も発出されています。これら

の行政通達を見直し、自社において安易な適用をしていないか、見直しを

しましょう。万が一、管理監督者性が否定された場合、過去に遡って残業

代を別途計算し支給しければならない、などというリスクがありますので

注意が必要です。 

 

■８．さいごに 

労働時間制度や賃金計算は、法律上のルールと会社の運用が複雑に絡み合

うため、誤解やミスが生じやすい分野です。しかし、正しい理解と適正な管

理を行うことで、労働者の権利を守り、会社としても法令違反やトラブルを

未然に防ぐことができます。 

本稿では、基礎的な解説及び実務で特に間違いやすいポイントを取り上げ

ました。労働時間と賃金計算は、労使双方にとって最も重要な労働条件の一

つです。制度の趣旨を踏まえ、透明性のある運用を心がけることで、安心で

きる職場環境を築いていきましょう。 
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